
令和７年度  部活動運営計画 
   

 

１ 趣旨 

    部活動は，生徒の自主的な活動として心身ともに健全な社会人の育成を目指す上で効果は極めて 

大きく，本校教育活動の一環として位置づけ，全員入部制を原則として全職員で運営に当たる。 

 

２ 組織 
 

   校 長   推進委員会   顧 問 会 議    顧 問  

 

  ｷｬﾌﾟﾃﾝ会議  

 

   ① 校      長･･･部活動一切の責任を持つ。 

   ② 推 進 委 員 会･･･部活動計画の立案をするとともに，必要に応じて委員会を開く。 

                    構成：校長，教頭，担当（委員長）主査， 運動部代表，文化部代表，会計 

                      《濵田，堀口，平戸，吉野（運動部代表），中越（文化部代表），階戸》 

   ③ 委    員    長･･･部活動計画の運営にあたる。（平戸） 

   ④ 顧     問･･･生徒を掌握し，その活動を助け，部務を分担する。 

   ⑤ 顧  問  会  議･･･各部の連絡調整をするとともに，諸問題を審議する。           

           （委員長が招集する） 

   ⑥ ｷｬ ﾌﾟﾃﾝ 会 議 ･･･各部の連絡，活動内容の徹底。（委員長が招集） 

   ⑦ 部の新設 ･廃止･･･推進委員会で協議する。 

 

３ 活動方針 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   ① 生徒の自主的活動を重視する。 

   ② 顧問会議･キャプテン会議の決定を守る。（健康管理，事故防止，部室管理，部備品の管理，規則

    正しい活動，開始･終了時刻の厳守，毎月練習計画表の提出等） 

   ③ 部員の校則等の違反行為があった場合，当該生徒の部活動を一定期間中止することもある。 

   ④ 転部は原則として認めない。 

  （やむを得ず転部を希望する生徒（保護者）は，顧問，担任を通じ校長の承認を得ること） 

   ⑤ 一週間に二回休養日を設けるようにする。 

原則，水・日曜日を休養日とする。ただし，大会等がある場合は除く。 

   ⑥ 早朝練習はしない。ただし，特別な練習の時は，校長の承認を得ること。 

   ⑦ テスト前は５日前より部活動を制限する。 

  部活動は，生徒の自主的な活動として，心身ともに健全な社会人の育成を目指す上で効果は

極めて大きく，本校教育活動の一環として位置づけ，全員入部制とする。 

・困難に出会ったとき，くじけることなく困難を克服するための強い意志・精神力・忍耐力を

身につける。 

・成長期に心身を鍛えておくことの大切さやその方法を理解し，自ら進んで日常的・積極的に

体や心を鍛えようとする。 

・目標を設定し，常に目的意識を持って取り組むことができる。 

・あいさつの徹底に取り組むことができる。 

 

 



   ⑧ 外部コ－チのいる部については，休部の場合，必ず事前に連絡をする。 

   ⑨ １年生の部活見学期間，体験入部期間を設定することにより，適した部を選べるように配慮する。

   また，新入生の負担を考え，見学・体験期間の活動は原則として１７時半までとし，正式入部ま

   では休日の活動は行わない。（大会等で参加する場合は，保護者の承諾を得ること） 

   ⑩ 部活動終了時刻（完全下校時刻）。 

           平 日：              １８時００分（１８時２０分） 

                       ※冬季期間は１７時３０分（１７時５０分） 

      休 日：       通年     １１時３０分（１１時５０分） 

         ＊大会前の部活動は除く。ただし，保護者の承諾を得ること。 

   ⑪ 出席簿を作り，出欠をとる。欠席するときは，顧問またはキャプテンに申し出る。 

   ⑫ 屋外競技の冬季練習の内容・場所等に関して，事故の防止に万全を期す。 

４ 庶 務 

   ① 運営計画，部の設定，顧問の決定，休業中の計画（推進委員会，各顧問） 

   ② 練習場の確保と割り当て（運動部，文化部）         

   ③ 健康管理と事故防止，出場選手の健康診断（養護教諭，顧問） 

      事故発生の場合，学級担任，養護教諭，校長へ必ず連絡を。 

   ④ 各種大会への参加と掌握，大会出場記録作成と整理（各部顧問） 

   ⑤ 受賞原簿の作成（教務部・活動部） 

   ⑥ 外部コ－チ名簿の作成（保険・県中体連報告） 

   ⑦ 部所属部員名簿作成及び連絡網（顧問が作成し，委員長へ提出する） 

５ 会 計 

① 各部予算の割り当て，執行（平戸，吉野，中越，階戸） 

     ・原案を顧問会議で検討し，職員会議で承認する。 

   ② 市補助金（市中体連） 

     ・原則として公認大会（コンク－ル等を含む）の輸送費を支出する。 

      ・県大会以上の大会に（コンク－ル等を含む）は，登録メンバ－･コ－チ･監督（顧問）･マネジ 

    ャ－の分を支出する。 

   ・部活動支援費用を支出する。（運動部） 

 ６ その他 

①  スポ－ツ少年団への参加，並びに独自の保険加入は，各部にまかせる。 

② 「活動方針」に基づく活動に留意する。 

③  練習試合は日時・場所・相手を事前に，黒板（ホワイトボード）に書く。 

④  緊急時の部活動中止は厳守する。 

⑤  生徒数減少に伴う部の削減について本委員会で検討し，職員会に諮ったうえで１２月の新入生 

   説明会に明示する。 

⑥  対外試合（非公式）に参加する場合は，スクールバスを極力利用する。 

    

   新入生の部活動決定までの日程 

      ・見学・体験期間     ４月 ８日（火）～１１日（金）※９日は部活休み 

   ・入部希望予備調査     ４月１４日（月）朝礼時に回収する 

      ・仮入部期間          ４月１４日（月）～４月１５日（火） 

※１４日以降は予備調査に書いた部活動に参加する。 

 途中で別の部活動に仮入部したい場合は担任に申し出て変更してもよい 

      ・入部カード配付            ４月１５日（火）終礼時に配付 

・入部カード提出    ４月１７日（木）朝礼時までに提出  

      ・部活動発足式      ４月１７日（木）終礼後１０分程度各部活動で行う 

  新入生の部活動参加時間 ８日(火)～１５日(火)…１７時半まで １７日（木）以降１８時まで 


